
　
　町では、まちの今後のまちづく
りや財政などについて、説明・意
見交換をする「まちづくり座談会」
を開きます。
　都合のよい会場にご参加くださ
い。
▼根雨会場
場所：山村開発センター
日時：11月 24日（水）
　　　午後７時～
▼黒坂会場
場所：町公民館
日時：11月 25日（木）
　　　午後 7時～
問合せ　役場企画政策課（電話
72-0332）

　米子税務署では、資産税（相続
税・贈与税・譲渡所得など）の個
別相談を開いています。
　資産税関係書類を確認する相談
を受け付けます。事前に、電話で
の予約をお願いします。
相談日　確定申告時期を除く毎週
月曜日（休日を除く）
時間　午前９時～午後４時
費用　無料
申込み　事前に電話予約（住所・
氏名・相談内容を確認します）
問合せ　米子税務署資産課税部門
（電話 0859-32-4121）※音声ガ
イダンスに従い、『2』を押す

■発行・編集　日野町役場　企画政策課
■電話 (0859)72-0332　■ＦＡＸ (0859)72-1484
■ホームページ    http://www.town.hino.tottori.jp/
■電子メール　info@town.hino.tottori.jp
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～キラリと光るまち　ひのちょう～

秋季全国火災予防運動
「消したかな」あなたを守る合言葉

住宅火災を防ぐため、次のことに十分気を付けましょう
①寝たばこは、絶対やめる。②ストーブは燃えやすい

物から離れた位置で使用する。③ガスコンロのそばを

離れるときは、必ず火を消す。

❖住宅用火災警報器を設置しましょう！❖

11月 9日（火）～ 15日（月）

「まちづくり座談会」
を開催します
11月 24 日・25 日

米子税務署からお知らせ
資産税の個別相談会を
ご利用ください

大学・大学院在学中に学資金をも
らい、卒業後は自衛隊幹部へ就職
できる制度があります。理工学科
の大学などで学ぶ学生が対象で
す。
対象　▼大学・大学院で理工学科
の 3・4年次の学生▼大学院修士
課程に在学している学生
受付期間　12 月 1 日（水）～平
成 23年 1月 14日（金）
試験日　平成23年1月29日（土）
その他　▼大学など卒業後は自動
的に幹部へ就職▼卒業後、防衛省
や自衛隊で勤務する人は、学資金
を返納する必要がありません
問合せ　自衛隊米子地域事務所
（電話 0859-33-2440）

　平日に相談できない人のため
に、日曜日に「法務局サンデー相
談所」を開きます。
　遺言、相続、登記、戸籍などに
ついて法務局職員と公証人が無料
で相談に応じます。
相談日　11月 14日（日）
　　　　午前 10時～午後 4時

場所　鳥取地方法務局米子支局
（米子市旗ヶ崎二丁目10番12号）
内容　遺言・相続・登記・戸籍・
人権・供託・心配ごとなど
相談員　法務局職員および公証人
費用　無料
その他　秘密は厳守します
問合せ　鳥取地方法務局米子支局
総務課（電話 0859-22-6161）

　法務局および人権擁護委員連合
会では、悩みを持った女性が気軽
に相談できる専用の電話相談窓口
「女性の人権ホットライン」を開
設しています。
　強化週間中は、開設時間を延長
し、相談に応じます。
日時　11月 15 日（月）～ 21日
（日）▼月～金曜日：午前 8 時
30 分～午後 7時▼土・日曜日：
午前 10時～午後 5時
電話　0570-070-810（全国共通）
※この期間以外でも、平日午前 8
時 30 分～午後 5時 15 分まで上
記電話番号で相談に応じています
問合せ　鳥取地方法務局人権擁護
課（電話 0857-22-2289）

遺言、相続、登記など
法務局職員が無料で
相談を受け付けます

「女性の人権ホットライン」
全国一斉強化週間

11月 15 日～ 11 月 21 日

第７回日野郡新そばまつり
中国山地の清流が生んだそば

11月 14日 ( 日 ) 午前 10 時～午後 3 時
会場▶鳥取県日野総合事務所　駐車場

担当　役場産業振興課（電話 72-2101）

　日野郡内のそば店による、新そばを使ったそば販売、そば打ち実
演やホットドック早食い競争などの催しがあります。
　“新そば ” を味わいに、ぜひ、お誘い合わせてお越しください。
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学費をもらいながら学んで
自衛官になりませんか



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

区分
1歳以上

13 歳未満

13 歳以上

15 歳以下

（中学生に相当）

16歳以上

18 歳以下

（高校生に相当）

19 歳以上

64 歳以下
65 歳以上

生活保護世帯 無料 無料 無料 1,000 円 1,000 円

非課税世帯 無料 無料 1,000 円 1,000 円 1,000 円

課税世帯 無料 無料 1,000 円 全額自己負担 1,000 円

	 	 	

❖ 自己負担額 ❖

インフルエンザの予防接種について
～予防に心がけ、自己管理でまん延を防ぎましょう～

●対象：① 65歳以上の人、平成 23年 3月 31日までに 65歳になる人
　　　　　▶接種は希望者のみ
　　　　　▶ 65歳以上の人については、受診券と予診票は自治会を通じて 11月上旬に配布します。
　　　　② 64歳以下の一部の人
　　　　　▶対象者には負担券を 10月末に配布しています。

▶接種期間：平成 22 年 11 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日
※インフルエンザが流行する前の 12 月上旬までに接種することをおすすめします。

●自己負担金：配布された受診券を確認してください。※自己負担額一覧をご覧ください。

●接種方法：配布された「受診券」または「負担券」を持参し、病院受付窓口に提示してください。
　　　　　　町内では、日野病院と黒坂診療所で受けられます。また、西部地区市町村が委託する医療機関
　　　　　　でも受けることができます。
　　　　　　▶受診券・負担券が配布される前（10月 1日以降）に接種を受けた方にも助成があります。
　　　　　　　健康福祉センターに領収書と接種済証を持参し、　申請を行ってください。

担当　健康福祉センター　渡辺江理（電話 72-1852）

※ 13歳未満および基礎疾患などにより医師が認めた方は、2回目の接種が必要になります。
　	13 歳未満の方については 2回目も助成がありますが、それ以外の方は全額自己負担となります。

インフルエンザ予防接種を始めました
～平成 22 年 11 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日～

▶日野病院　一般

▶二部診療所

▶黒坂診療所

※予約は必要ありません。
【主治医のない人】
●月・木・金曜日・第 2・4土曜日…午前 9時～ 11時 30分
●火曜日・水曜日…午後 2時～ 4時

【主治医のある人】
●主治医の診察日（診察時間）

▶日野病院　小児科
※必ず予約が必要です。
　あらかじめお問い合わせください。
●月～金曜日…午後 2時～ 4時 30分
●第 2・4土曜日…午前 9時～ 11時 30分

※予約は必要ありません。

※予約は必要ありません。
●毎週		月・水・金曜日…午後 2時～ 3時 30分

●毎週		火曜日…午後 2時～ 3時 30分 問合せ　日野病院（電話 72-0351）

日野病院から
お知らせ

･ 新型と季節性を別々に接種する必要はありませ
			ん。
・季節性に限定した予防接種はできません。
・自動再来受付機で予防接種を受け付けし、外来
			受付でお待ちください。
･町から助成対象者に配布される「受診券」と
			「負担券」をご持参ください。（持参されない場合
　は、接種費用の全額が自己負担となります）


